
養老警察署　☎34-0110

自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所　大垣市林町５-18光和ビル２階　☎73-1150

遠見山ハイキングの参加者を募集します

４月６日(日)から15日(火)までは、春の全国交通安全運動週間です

危険な盛土などに対する規制が始まります

自衛官などの募集案内

　町では「１町民１スポーツのまち・養老」を掲げ、身体的・精神的に健康で健全に過ごすことができるまちを目指して
います。今回、健康づくりと精神的なリフレッシュを目的に遠見山ハイキングを企画しましたのでぜひご参加ください。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。

日 時：５月24日（土）
募 集 要 件：養老町在住、在勤の小学校４年生以上の人
募 集 人 数：25人（先着）
参 加 費：3,000円（現金のみ・当日支払い）
集 合 時 間：８時30分
集 合 場 所：町総合体育館北側駐車場（養老町五日市400）
目 的 地：遠見山（岐阜県川辺町）
スケジュール：

　４月６日(日)から15日（火）までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。新学期が始まる春は、子どもの交
通事故が心配される季節です。一人ひとりの心がけで交通事故をゼロにしましょう。

　危険な盛土などを規制するため、4月1日より岐阜県全域が「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称：盛土規制法）に
基づき規制区域に指定されます。規制区域内で一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許
可もしくは届け出が必要となります。詳細については「岐阜県　盛土規制法」で検索していただくか、県ホームページ記
事（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/359943.html）にてご確認ください。

■　こどもをはじめとする歩行者が、安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践
　　こどもに横断歩道の渡り方を指導するときは、手を挙げて左右の安全を必ず確かめ、運転手の目を見てから渡る
ように教えてあげましょう。
■　歩行者優先意識の徹底とながら運転などの根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進
　　横断歩道は歩行者が最優先です。渡ろうとしている人がいたら必ず止まって進路を譲りましょう。
■　自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
　　自転車に乗る時は必ずヘルメットをかぶり、かぶるのが当たり前という世の中にしていきましょう。

●連絡・注意事項
・昼食は各自で持参もしくは「ぎふ清流里山公園」内の食事施設をご利用ください。
・「ぎふ清流里山公園」には食事施設、温泉施設などの有料施設があります。

申し込み期限：５月９日（金）まで

岐阜県建築指導課
☎058-272-8631　e-mail: c11655@pref.gifu.lg.jp

令和７年度　岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業について
　県では、毎年５月５日の「こどもの日」に合わせて、下記のとおり犯罪被害遺児に激励金を支給しています。対象とな
る場合は期限までにお申し込みください。

【対　象】
・５月５日現在、岐阜県内に居住し、犯罪被害によりそれまで生計をともにしていた父または母（すでに父母がいない場
合にはそれに代わる人）を亡くした人
・義務教育終了までの人および高等学校在学中（高等専門学校３年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含
む）で満20歳未満の人
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死などの故意の犯罪行為（人の生命または身体を害する行為）により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後に養子縁組した人、もしくは父または母が再婚し、生計をともにすることとなった人は除きます。

【支給額（１人当たり）】
　乳幼児および小学生　15,000円、中学生20,000円、高校生など　25,000円

【申込期限】
　４月30日（水）まで

総務課　☎32-1101

生涯学習課　☎32-5086

令和７年度　交通遺児激励金支給事業について
　県では、交通遺児がくじけることなく、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励むことができるようにと願って、
毎年５月５日の「こどもの日」を基準日として、下記のとおり激励金を支給しています。対象となる場合は、期限までに
お申し込みください。

【対　象】
・５月５日現在、岐阜県内に居住し、交通事故によりそれまで生計をともにしていた父または母（すでに父母がいない場
合はそれに代わる人）を亡くした人
・義務教育終了までの人および高等学校在学中（高等専門学校３年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含
む）で満20歳未満の人
※交通遺児となった後に養子縁組した人、もしくは父または母が再婚し、生計をともにすることとなった人は除きます。

【支給額（１人当たり）】
　乳幼児および小学生　20,000円、中学生　25,000円、高校生など　30,000円

【申込期限】
　５月２日（金）まで

建設課　☎32-5081

８時30分
出発

９時40分
現地到着

9時45分
スタート

12時15分
昼食

14時15分
出発

15時30分
総合体育館到着

12時
ぎふ清流里山公園へ出発

募集種目
自衛官候補生
（中途採用含）

18歳以上
33歳未満の人

年間を通じて行っています。
詳細はお問い合わせください。 受付時にお知らせします。

一般曹候補生
（中途採用含） ３月１日（土）～５月７日（水）

○１次試験
５月 17日（土）～ 25日（日）のうち１日
１次合格発表：６月５日（木）
○２次試験
６月 14日（土）～ 29日（日）のうち１日
○最終合格発表
７月 31日（木）

受験資格 受付期間 試験期日

※受験資格の年齢で 32歳の人は、採用予定月の末日現在 33歳に達していない人となります。
※令和８年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、令和７年９月に行います。
※やむを得ない事情で日付が変更される場合があります。
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